
 

都市公園等の公園愛護会について  

●管理プランについて  

  

１．適正維持管理プランか公園活動充実プランを選択してください。  

２．プランは、毎年変更可能です。皆様のできる範囲で選択してください。  

３．管理の状況によりプランの変更をお願いすることがあります。  

  

 

◎適正維持管理プラン  

広場部分と植樹帯部分に管理を分け、「できる範囲」を選択していただきます。  

報償金額については、下表のとおり設定させていただきました。また、月１回以上の清掃 

もしくは除草をお願いします。  

（年額）   

都市公園等の面積  

（全体の面積）  

管 理 区 分  

広場部分のみ  植樹帯部分  低木の剪定  

1,000㎡未満  15,000 円  15,000 円  15,000 円  

1,000㎡以上 5,000㎡未満  18,000 円  18,000 円  18,000 円  

5,000㎡以上 10,000㎡未満  20,000 円  20,000 円  20,000 円  

10,000㎡以上  22,000 円  

22,000 円  

（公園外周）  

24,000 円  
22,000 円  

（園内植樹帯）  

都市公園等の面積に応じ、管理区分の金額を加算します。  

管理区分は、別添の図面を参照してください。  

  

  

◎公園活動充実プラン  

こちらのプランは、公園を自らの手で「より魅力的なものにしていこう」といった団体   

に適したプランです。  

報償金額については、次ページ表のとおりです。月１回以上の清掃もしくは、除草をお   

願いすることは、適正維持管理プランと同様ですが、こちらのプランは、「公園愛護思想    

の普及啓発に係る報償金」が特徴です。                                            

 

 



例えば、公園内に花壇を設置したときの花苗費用や、落ち葉で堆肥を作るために、堆肥 

ボックスを作ったなどというときの費用も、60,000 円の範囲内で報奨金を支給します。  

また、こちらのプランは、いわば「規制緩和プラン」ともいうべきもので、例えば、公  

園内での火気（バーベキュー等）の使用や、公園愛護会が主催し、レクレーション教室を 

開くことなどを、皆さま方と話し合いながら、その公園に適したルールを策定し、認め 

ていきたいと考えています。     

（内容については、申請時にご相談ください。）  

（年額）  

都市公園等    

の面積割  
5,000㎡未満  

5,000㎡以上  

10,000㎡未満  
10,000㎡以上  

金   額  30,000 円  35,000 円  40,000 円  

公園愛護思想の普及啓発に係る報償金  年額 60,000円以内（実費）  

報償金の額は、都市公園等の面積割の額に、公園愛護思想の普及啓発に係 

る報償金の額を加算します。  

  

  

●手続きについて  

 

  

① ４月末までに提出いただくもの（郵送可）  

  

１  公園愛護会活動計画書（第４号様式）   

プランを選択してください。 

適正維持管理プランを選択した場合は、管理区分の選択をお願いします。 

年間の清掃のご予定をご記入ください。  

清掃もしくは除草については、最低月１回程度お願いします。  

公園活動充実プランを選択した場合、第４号様式その２を提出ください。  
  

② ９月末までに提出いただくもの（郵送可）  

（支払について１か月程度かかりますので、ご了承ください。）  

 

 

  

①   活動計画書提出 【 ４ 月末 】   

              ↓   

②   活動報告書 、 請求書提出 【 ９ 月末 】   

              ↓   

③   活動報告書 、 請求書 、 変更届 提出 【 ３ 月 】   

            



 

 

１ 公園愛護会活動実績報告書（第５号様式）  

９月末までの清掃実績をご報告ください。  

  

２ 公園愛護会活動報償金請求書（第７号様式）  

振込先をご記入ください。  

振込口座名義は、全てご記入ください。 

 

金額については、４月から９月までの半期分の金額を記載してください。  

公園活動充実プランの場合は、清掃・除草の維持管理分の半期分と「公園愛護 

思想の普及啓発に係る報償金」実費分の請求額を合わせた金額を記載してくだ 

さい。  
  

③ 翌年３月末までに提出いただくもの（郵送可）  

  （支払について１か月程度かかりますので、ご了承ください。）  

  

１ 公園愛護会活動実績報告書（第５号様式）  

１０月から３月末までの清掃実績をご報告ください。  

  

２ 公園愛護会活動報償金請求書（第７号様式）  

振込先をご記入ください。  

振込口座名義は、全てご記入ください。  
  

金額については、１０月から３月までの半期分の金額を記載してください。  

公園活動充実プランの場合は、清掃・除草の維持管理分の半期分と「公園愛護思 

想の普及啓発に係る報償金」実費分（１年間 60,000 円のため前期の請求額を差 

し引いた額を上限とします。）請求額を合わせた金額を記載してください。  
  

３ 公園愛護会承認事項変更届（第８号様式） 

代表者の変更の届出になります。変更がなければ提出不要です。  

変更前と変更後の氏名、住所、連絡先をご記入ください。  

他余白には、〇〇子ども会一同 〇〇世帯、等おおよその人数がわかるようにご記

入ください。（会員全員の記名の必要はございません。）  
  

ご不明な点がございましたら、お問い合わせください。  

 

問い合わせ先  

 尾張旭市都市整備部公園農政課公園緑地係 電話 0561-76-8161 内線 531  


